
報告事項第１号 

幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の立案請求に

係る臨時代理の報告について 

 

 豊島区教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則（平成１４年教

育委員会規則第１５号）第３条第１項の規定に基づき、幼稚園教育職員の給与に

関する条例（平成１２年条例第９号）の一部を改正する条例の立案請求について

臨時代理したので、同条第２項の規定により報告し、その承認を求める。 

 

  令和７年２月２７日 

           提出者 豊島区教育委員会教育長 金 子 智 雄 



 
報 告 事 項 第 １ 号 
令和 7 年 第 2 回臨時会 
7 . 2 . 2 7  指 導 課 

 
６豊教指発第１６０７号 

令和７年２月７日 

 

人事課長 

 佐藤 重春 様 

 

   豊島区教育委員会事務局  

指導課長 丸山 順子 

 

条例の一部改正について 

 

標記の件について、下記のとおり立案請求を依頼いたします。 

 

記 

 

１ 条例名 

幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

２ 立案請求理由 

定年前再任用短時間勤務職員等に係る住居手当について所要の改正を行うため。 
 

３ 改正内容 

新旧対照表のとおり 

 

４ 区議会付議の時期 

  令和 7年第 1回定例会 

 

５ 施行期日等 

  令和７年４月１日 
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幼稚園教育職員の給与に関する条例 新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（扶養手当及び住居手当についての適用除外） （扶養手当    についての適用除外） 

第29条の２ 第10条、第11条及び第13条の規定は、定年前再任用短時間

勤務職員には適用しない。 
第29条の２ 第10条及び第11条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員

には適用しない。 

  

 附 則 

  （施行期日） 

 １ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

  （地方公務員法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整

備に関する条例の一部改正） 

 ２ 地方公務員法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整

備に関する条例（豊島区条例第 39 号）の一部を次のように改める。 

   改め文省略（別紙 新旧対照表参照） 
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別紙 幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置） （幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第15条 第５条の規定による改正後の幼稚園教育職員の給与に関する条

例（以下この条において「新幼稚園教育職員給与条例」という。）附

則第８項から第15項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法

律（令和３年法律第63号。以下この条において「令和３年改正法」と

いう。）附則第３条第５項及び第６項の規定により勤務している職員

には適用しない。 

第15条 第５条の規定による改正後の幼稚園教育職員の給与に関する条

例（以下この条において「新幼稚園教育職員給与条例」という。）附

則第８項から第15項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法

律（令和３年法律第63号。以下この条において「令和３年改正法」と

いう。）附則第３条第５項及び第６項の規定により勤務している職員

には適用しない。 

２～７ （略） ２～７ （略） 

８ 幼稚園教育職員の給与に関する条例第10条、第11条及び第13条の規

定は、暫定再任用職員には適用しない。 
８ 幼稚園教育職員の給与に関する条例第10条及び第11条の規定は、暫

定再任用職員には適用しない。 

 


